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規   則 

奈良市職員互助会規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 3年7月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 30号 

奈良市職員互助会規則の一部を改正する規則 

奈良市職員互助会規則（昭和 40年奈良市規則第15号）の一部を次のように改正する。 

第30条第2項中「の各号」を削り、同条第 3項中「若しくは」を「又は」に、「その」を「、その」に改め、同条

に次の 1項を加える。 

4 第 1項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成 3年法律第 110号）第 2条の規定によ

り育児休業をしている会員については、その育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌

日の属する月の前月までの期間に係る会費を免除する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の奈良市職員互助会規則第 30条第 4項の規定は、令和

3年4月1日から適用する。 

（令和 3年7月29日掲示済） 

 

奈良市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則及び奈良市保健所長事務委任

規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 3年7月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 31号 

奈良市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則及び奈良市保健所長事務 

委任規則の一部を改正する規則 

（奈良市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部改正） 

第 1条 奈良市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則（平成 14年奈良市規

則第 24号）の一部を次のように改正する。 

第 2条並びに別記第 1号様式及び第 2号様式中「第 7条第 3項ただし書」を「第7条第 4項ただし書」に、「第

17条第4項」を「第17条第8項」に、「第28条第3項ただし書」を「第 28条第4項ただし書」に改める。 

（奈良市保健所長事務委任規則の一部改正） 

第2条 奈良市保健所長事務委任規則（平成 14年奈良市規則第 58号）の一部を次のように改正する。 

第 2条第 1項第 7号ウ中「第 7条第 3項ただし書」を「第 7条第 4項ただし書」に改め、同号キ中「第 12条第

2項」を「第12条第4項」に改め、同号ケ中「第 13条第3項」を「第 13条第4項」に改め、同号サ中「第 14条

第13項」を「第14条第15項」に改め、同号シ中「第 14条第14項」を「第14条第16項」に改め、同号テ中「第

28条第3項ただし書」を「第28条第4項ただし書」に改め、同号ニ中「第 39条第4項」を「第 39条第6項」に

改め、同号ノ中「第 5項」を「第 6項」に改め、同号マ中「広告の中止」を「違反広告の中止、再発防止のために

必要な事項又はこれらの実施に関連する公示」に改め、同号ヤ中「第 1条の 4」を「第 2条の 2」に改め、同号ユ

中「第 1条の 5第 1項」を「第 2条の 3第 1項」に改め、同号ヨ中「第 1条の 6第 1項」を「第 2条の 4第1項」

に改め、同号ラ中「第 1条の 6第 3項及び第 1条の 7」を「第 2条の 4第 3項及び第 2条の 5」に改め、同号リ中

「第 1条の8」を「第2条の6」に改め、同号ル中「第 2条」を「第 2条の13」に改め、同号し中「県知事への通

知」を「通知の受理」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和 3年8月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際、現に第 1 条による改正前の奈良市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律施行細則別記第 1号様式及び第2号様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調
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整をして使用することができる。 

（令和 3年7月29日掲示済） 

 

奈良市介護保険規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 3年7月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市規則第 32号 

奈良市介護保険規則の一部を改正する規則 

奈良市介護保険規則（平成12年奈良市規則第30号）の一部を次のように改正する。 

別記第 20号様式（その1）を次のように改める。  
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第20号様式 

（その1） 

（表面） 
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（裏面） 

 
  



令和 4年 6月 20日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 号外第 10号 

－ 6 － 

附 則 

（施行期日） 

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。 

（経過措置） 

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の奈良市介護保険規則別記第 20号様式の規定に基づき作成さ

れている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 

（令和 3年7月29日掲示済） 

 

教 育 委 員 会 

学校教育法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 3年7月28日 

奈良市教育委員会      

教育長 北 谷 雅 人  

奈良市教育委員会規則第 9号 

   学校教育法施行細則の一部を改正する規則 

 学校教育法施行細則（昭和 32年奈良市教育委員会規則第 1号）の一部を次のように改正する。 

 第19条中「奈良市、生駒市及び山辺郡山添村の旧東山地区」を「県下全域」に改め、同条ただし書を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和 3年7月28日から施行し、この規則による改正後の学校教育法施行細則第 19条の規定は、令

和4年度以後において高等学校の第 1学年に在学することとなる者に係る通学区域に適用する。 

（令和 3年7月28日掲示済） 

 

奈良市立高等学校における授業料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和 3年7月28日 

奈良市教育委員会      

教育長 北 谷 雅 人  

奈良市教育委員会規則第 10号 

奈良市立高等学校における授業料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 奈良市立高等学校における授業料等に関する条例施行規則（平成 25年奈良市教育委員会規則第 15号）の一部を次

のように改正する。 

 第 2条中「一条高等学校授業料納入通知書（別記第 2号様式）」の次に「、入学考査料については一条高等学校入

学考査料納入通知書（別記第 3号様式）又は現金」を加える。 

 別記第 2号様式の次に次の1様式を加える。  
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第3号様式（第2条関係） 

（表面） 

 

 

（裏面） 
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附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

（令和 3年7月28日掲示済） 

 

議 会 

奈良市議会規程第 2号 

 奈良市議会議員のき
・

章はい
・ ・

用規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 令和 3年7月30日 

奈良市議会議長 三 浦 敎 次  

   奈良市議会議員のき
・

章はい
・ ・

用規程の一部を改正する規程 

 奈良市議会議員のき
・

章はい
・ ・

用規程（昭和 38年奈良市議会規程第 3号）の一部を次のように改正する。 

 別図裏を次のように改める。 

裏 

直径14ミリメートル 

附 則 

 この規程は、令和 3年7月31日から施行する。 

（令和 3年7月30日掲示済） 

 

正 誤 表 

令和 3年8月16日付け奈良市公報第 54号 

ページ 誤 正 

1、2 奈良市公報号外第 21号に掲載 令和4年奈良市公報号外第10号に掲載 

 

 


